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平成 26年第 1回定例 

夕 張 市 議 会 会 議 録  

平成 26年 3月 14日(金曜日) 

午後 1時 30分開議 

――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程 

第 １ 議案第 １号 平成26年度夕張市一般会計

予算 

    議案第 ２号 平成26年度夕張市国民健康

保険事業会計予算 

    議案第 ３号 平成26年度夕張市市場事業

会計予算 

    議案第 ４号 平成26年度夕張市公共下水

道事業会計予算 

    議案第 ５号 平成26年度夕張市介護保険

事業会計予算 

    議案第 ６号 平成26年度夕張市診療所事

業会計予算 

    議案第 ７号 平成26年度夕張市後期高齢

者医療事業会計予算 

    議案第 ８号 平成26年度夕張市水道事業

会計予算 

    議案第１４号 夕張市職員給与条例の一部

改正について及び市政執行方針、教育行政

執行方針に対する大綱質問並びに委員会付

託 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（9名） 

 大 山 修 二 君 

 小 林 尚 文 君 

 高 間 澄 子 君 

 熊 谷 桂 子 君 

 高 橋 一 太 君 

島 田 達 彦 君 

 藤 倉   肇 君 

 厚 谷   司 君 

 角 田 浩 晃 君 

――――――――――――――――――――――― 

◎欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――― 

午後１時３０分 開議 

●議長 高橋一太君  ただいまから、平成 26年第

1回定例夕張市議会第 3日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  本日の出席議員は 9名、全

員であります。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  本日の会議録署名議員は、

会議規則第 125条の規定により 

厚谷議員 

角田議員 

を指名をいたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  日程に入ります前に、事務

局長から諸般の報告をいたします。 

●事務局長 池下 充君  報告いたします。 

 参与並びに書記の職氏名についてでありますが、

お手元に配付してありますプリントのとおりであり

ます。 

 以上で報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

「別紙」 

 市長      鈴 木 直 道 君 

 教育委員会委員長 

         氏 家 孝 治 君 

 選挙管理委員会委員長 

         佐 藤 憲 道 君 

 農業委員会会長 山 田   昇 君 

◎市長の委嘱を受けて出席した者の職・氏名 

 理事      叶 野 公 司 君 

 理事      鈴 木   成 君 

 まちづくり企画室長 

         工 藤   学 君 

 まちづくり企画室主幹 

         押野見 正 浩 君 

まちづくり企画室主幹 
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         佐 藤   学 君 

 総務課長    寺 江 和 俊 君 

 総務課主幹   鈴 木 茂 徳 君 

 総務課主幹   佐 藤 喜 樹 君 

 総務課主幹   奥 村 真 宏 君 

 財務課長    石 原 秀 二 君 

 財務課税務担当課長 

         三 浦   護 君 

 財務課主幹   田 中 満 穂 君 

 財務課主幹   大 島 琢 美 君 

 産業課長    木 村 卓 也 君 

 産業課主幹   武 藤 俊 昭 君 

 産業課主幹   堀   靖 樹 君 

 産業課主幹   茅 野 裕 喜 君 

 産業課主幹   志 賀 友 彰 君 

 建設課長    細 川 孝 司 君 

 建設課都市計画土木担当課長 

         熊 谷   修 君 

 建設課主幹   近 野 正 樹 君 

 建設課主幹   鳥 井   朗 君 

 上下水道課長  天 野 隆 明 君 

 上下水道課技術担当課長 

         小 林 正 典 君 

 上下水道課主幹 

         阿 部 和 之 君 

市民課長    芝 木 誠 二 君 

 市民課主幹   小 松 政 博 君 

 市民課主幹兼南支所長 

   清 野 敦 子 君 

 保健福祉課長  及 川 憲 仁 君 

 保健福祉課生活福祉担当課長兼 

 福祉事務所長  板 垣 臣 昭 君 

 保健福祉課主幹 平 塚 浩 一 君 

 保健福祉課主幹 角   直 剛 君 

 会計管理者兼出納室長 

    熊 谷 禎 子 君 

 消防長     増 井 佳 紀 君 

 消防次長兼管理課長 

    石 黒 友 幹 君 

◎教育委員会委員長の委嘱を受けて出席した者の

職・氏名 

 教育長     小 林 信 男 君 

 教育課長    古 村 賢 一 君 

 教育課主幹   武 部 一 憲 君 

◎選挙管理委員会委員長の委嘱を受けて出席した者

の職・氏名 

 事務局長    寺 江 和 俊 君 

◎農業委員会会長の委嘱を受けて出席した者の職・

氏名 

 事務局長    武 藤 俊 昭 君 

◎監査委員の委嘱を受けて出席した者の職・氏名 

 事務局長    池 下   充 君 

◎本議会の書記の職・氏名 

 事務局長    池 下   充 君 

 主査      熊 谷 正 志 君 

 主査      志 茂   隆 君 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  本日の日程は、お手元に配

付しているプリントのとおりであります。 

 それでは、直ちに日程に従いまして会議を進行い

たします。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  日程第 1、議案第 1 号ない

し議案第 8号、議案第 14号、以上 9議案一括議題と

いたします。 

 これより、昨日に引き続き、大綱質問を行います。 

 本日の質問者は、厚谷議員、小林議員、熊谷議員、

島田議員であります。 

 それでは、厚谷議員の質問を許します。 

 厚谷議員。 

●厚谷 司君（登壇）  厚谷 司でございます。 

平成 26 年度市政執行方針に対する大綱質問が昨

日から行われておりますが、私は、市政執行方針に

おける医療政策について、中心的に質問をさせてい

ただきます。 

平成 26年度は、夕張市が地方公共団体の財政の健
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全化に関する法律の規定による財政再生団体として

5年次目を迎えることとなります。 

この間、市長就任以来、山積する課題解決に向け

てご奮闘されてこられました鈴木市長には、改めて

敬意を表するところでございます。 

しかし、その一方で、市政執行方針の中には、具

体の表現こそありませんが、私は、やはり夕張市は

財政再生団体として財政の再生が最優先されている

ことから、国の管理下に置かれた夕張市が地域の再

生を同時に図ろうとしても、みずからの意思を持と

うとしても、容易に持てない環境にあるのだなと、

改めて憂慮をしているところでございます。 

中でも、今回、確認をさせていただきます医療政

策については、市民の皆さんの安心、安全の根幹と

なるものであり、その動向を多くの市民が注視して

いることと思います。 

それでは、市政執行方針における医療政策、市立

診療所の改築に係るさまざまな課題について、市長

のご見解をお尋ねいたします。 

まず初めに、現市立診療所の維持補修についてで

あります。 

市政執行方針では、現施設を約 15年程度使用する

ためには、修繕費が相当程度必要となる見込みであ

り、その実施に当たっては、修繕の必要性を見きわ

め、事業実施時期や費用対効果を十分検討しながら

随時決定していくという、財政再生計画でも踏襲さ

れている発生主義によるものと考えますが、このよ

うに受けとめてよろしいものか、市長のご見解をお

伺いいたします。 

次に、答申に基づく平成 26年度中の対応について

でございます。 

平成 23年 11月 16日から、13回にわたり、夕張

市医療保健対策協議会において協議、検討が行われ

てきた結果として、本年 2月 20日には、夕張市地域

医療行動計画及び市立診療所のあり方についてとし

て、市長への答申の運びとなりました。 

とりわけ市立診療所のあり方については、協議会

に提示された市案に基づき、社会医療法人制度の活

用、その前提としてのへき地診療所の指定が不可欠

との要件であること、また、市内医療機関との連携

が引き続き重要であることなどから、平成 29年度供

用開始としていたものを、最長 10年ほど先延ばしし、

平成 39年度までに供用開始とされたところで、今般

の市政執行方針でもその方向性が尊重されていると

受けとめております。 

この考え方に基づき、また、財政再生団体として

の作業の進め方からすると、平成 26年度は公募に向

けた準備をしていかなければならないこと、平成 26

年の三者協議において課題提示をしなければ、その

所要額を平成 27 年度予算にも計上できない状況で

あるなど、拙速とならないように配慮しながらも、

作業は着々と進めていかなければならないものと考

えます。 

平成 26年度において、どのようにこれらの作業を

進められようとしているのか、この点について、市

長のご見解をお伺いいたします。 

最後に、市立診療所の移転先についてであります。 

これも市案及び答申を尊重し、市政執行方針にお

いても、建設場所は将来の都市拠点である清水沢地

区とされているところであります。 

現在、清水沢地区には二つの医療機関があること、

夕張まちづくりマスタープランに基づく将来の都市

拠点ではありますが、現段階では公営住宅の改築に

とどまっており、そのほかの具体のプランの進捗も

俯瞰していく必要があるのではないかと考えるとこ

ろでございます。 

このようなことからも、建設場所については、将

来の都市構造を考え、清水沢地区に建設という大前

提は踏まえつつ、清水沢地区を基本というスタンス

にとどめておくべきではないかとも考えますが、市

長のご見解をお伺いいたします。 

以上、市政執行方針における医療政策について、3

点のご質問をさせていただきました。市民の皆様の

関心の高い課題だと受けとめておりますので、ご答

弁方、どうぞよろしくお願いいたします。 

●議長 高橋一太君  市長。 
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●市長 鈴木直道君（登壇）  厚谷議員の医療施

策についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず初めに、現施設の維持補修についてでありま

すが、市立診療所の維持補修は、移転改築までの間、

現在の施設を当面 15年程度使用可能となるよう、耐

震性の確保、防水など、建物の基本機能の維持、暖

房等ライフラインの維持、さらには、不用スペース

等機能縮小などを行うものであることから、発生の

都度行うものではなく、必要性を見きわめ、費用対

効果を十分検討をしながら、計画的に優先順位を決

めた上で実施していくことが必要であると考えてお

ります。あわせて、突発的な修繕ということにつき

ましても、的確に対応をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、答申に基づく平成 26年度の対応についてで

ありますが、平成 26年度におきましては、まず、現

施設の維持、修繕を行うに当たって、建物の状況を

把握する必要があることから、耐震診断を実施して

まいりたいと考えております。 

 また、現在の指定管理者の指定管理期間が平成 28

年度末で終了することから、平成 29年度以降の次期

指定管理者の公募を平成 27 年度中に行う必要があ

ると考えておりますので、公募条件の具体的な検討

などに着手をしてまいりたいと考えております。 

 さらに、夕張市医療保健対策協議会において、市

立診療所と市内医療機関の連携が不十分であるとの

ご意見をいただいておりますことから、指定管理者

である夕張希望の杜への指導、助言を行うなどして、

市立診療所と市内医療機関とのさらなる連携が図ら

れるよう努力をしてまいりたいと考えております。 

 最後ですが、市立診療所の移転先についてであり

ます。 

 改築までに一定の期間を要することから、今後の

医療環境の変化や人口動態、また、まちづくりマス

タープランなど、各種計画の進捗状況などにも十分

留意をしていく必要があると考えているところです

が、現時点におきましては、市民の利便性を最優先

する観点から、まちづくりマスタープランにおける

将来の都市機能を集積した新たな拠点として位置づ

けられております、人口及び地理的にも市の中心地

である清水沢地区が適当であると考えているところ

であります。 

 以上です。 

●議長 高橋一太君  厚谷議員、再質問ございま

すか。 

●厚谷 司君  ありがとうございました。 

 それでは、再質問をさせていただきたいと思いま

すが、まず、現市立診療所の維持補修についてでご

ざいます。 

 ただいま市長のほうからご答弁をいただきました

内容でいきますと、それぞれ耐震、防水、それから

基本機能の維持だとか、暖房、そういったものを含

めて、計画的に実施をしていく必要があるというふ

うに答弁をいただいたというふうに思っています。 

 そうしますと、まずここをちょっと確認しておき

たいのですが、市政執行方針を読ませていただきま

すと、先ほども読み上げましたが、実施に当たって

は、その必要性を見きわめ、事業実施時期や費用対

効果を十分検討しながら随時決定ということでござ

いまして、私が先ほど質問の中で盛り込ませていた

だいたのは、ある程度、平成 26年度、もっと言うと、

三者協議までの間に、いわゆる改修の概要といいま

すか、そういったものを出さないことには、三者協

議にもなかなか課題として提示しにくいのではない

かというふうに思うわけですが、この点について、

市長のご見解はいかがでしょうか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  厚谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 三者協議の課題として出す場合に、そういった全

体像等々、正確に出した上で協議をすべきであると

いうご指摘でございます。 

 その年次、年次にどういったことが必要であるか

という年次計画等々が必要ではないかということだ

と思いますが、現施設の維持補修につきましては、

現在、財政再生計画に計上されていないという状況
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の中で、三者協議に向かっていくわけでございます。 

 今後の進め方といたしましては、建築の専門家の

助言を参考にいたしまして、先ほども答弁をさせて

いただきましたが、平成 26年度に、まず耐震診断と

いうものを先行して実施をさせていただいて、建物

の状況を把握し、その結果を踏まえて全体の改修計

画及び年次計画を策定していくという手順になりま

すので、現時点において、詳細なそういった計画が

あるわけではございませんけれども、できるだけ具

体的なものをお示しする必要があると、三者協議ま

でにおいて。そういったことはこちらも十分認識を

しておりますので、そういった基本的な考えのもと、

精査した上で、協議課題として挙げていきたいとい

うふうに思っております。 

●議長 高橋一太君  厚谷議員。 

●厚谷 司君  了解いたしました。 

やはり今回の市立診療所の今後の改築に向けてと

いうことでは、現施設を維持していくということと、

それから、新しい市立診療所の改築に向けてという

ことで、まさに並行して作業を進めていかなければ

ならないという、市にしてみるとすごく大きな事業

に取りかかられるというふうに思うわけです。 

その中で、これまで例えば診療所の改築方針につ

いても、なかなか市民の皆さんにもまだまだ浸透し

ていない、市がどういう手順で進めていこうとして

いるのかというのが浸透していないようなところも

あるかというふうに思いますので、先ほど再質問に

対して答弁をいただいたことについては、できると

ころから早く公開、公表をしていっていただきたい

というふうに考えるところでございます。 

それで、市政執行方針の中では、そうしますと、

費用対効果を見ながらということで記載はされてお

りますけれども、一方で、どうなのでしょうか、現

施設の改修について、その内容は必要最小限にとど

めようとするのか、それとも、現施設については、

場合によっては二つの法人が使う可能性が今後ある

わけですよね、公募の状況によって。そういったと

ころも視野に入れて、改修の内容について検討され

ていくのか、このあたりについてはいかがでしょう

か。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  厚谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 維持補修の実施に当たりましては、現施設を当面

15年程度使用するということを念頭に置いて、必要

な工事をリストアップして、計画的に実施すること

が必要であると考えているところでございまして、

議員のご指摘も踏まえながら、施設維持の上で弊害

のないよう、十分留意をして進めていきたいと考え

ているところであります。 

●議長 高橋一太君  厚谷議員。 

●厚谷 司君  今の件でございますけれども、過

去に実は学校の大規模改修をやったときも、私が議

員になる前ということで、当時、担当職員でもあっ

たわけですが、やはり必要最小限の修繕にとどめて

改修を行うということの中には、新たな課題が出て

きてしまう場合があるのですよね。これは改修後の

次年度に修繕も行っていますので、皆さんも既にご

承知かというふうに思いますが、例えば中学校、消

火・防火水槽のポンプを新しいものに更新したのだ

けれども、配管については既存のものを使用してい

たというところで、ポンプの機能がよくなったら、

それに配管が耐えられなくなったという状況もあり

まして、次年度に修繕を行ったという経過がござい

ます。ですので、そのあたりのところも踏まえて、

現診療所、相当古い施設でございますので、耐震と

ともに精査を行っていただきたいものだというふう

に思っております。 

 それで、次、今お話をいたしました耐震の関係で、

市長のほうから平成 26年度中にということで、診断

を行いたいということでございましたけれども、先

般、常任委員会でも確認をさせていただいたかと思

いますが、基本的に、耐震診断をするにしても、国

の補助金等、あるいは交付金の活用が夕張の場合は

必要になってくるということなのでございますが、

実施時期というのは、現段階では、交付金ですとか
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のメニューと照らして、もう決まっているものなの

でしょうか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  厚谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 国の交付金などを活用するに当たっての工期の定

め等々あるのではないかというご指摘でございます。 

 国の交付金等の活用と活用年次でありますけれど

も、耐震診断の結果、補強が必要となった場合にお

きましては、施設費及び工事費の財源として、国の

社会資本整備総合交付金の活用を念頭に事務をとり

進めていきたいと考えております。 

 なお、この耐震診断につきましては、平成 27 年

12月までの実施が義務づけられておりますが、交付

金の活用については、現在のところ年限設定という

ものはございません。 

 以上です。 

●議長 高橋一太君  厚谷議員。 

●厚谷 司君  わかりました。 

それでは、次の再質問に移らせていただきたいと

思いますが、答申に基づく平成 26年度中の対応につ

いてということでございまして、その大方の部分に

ついては、耐震診断をまず行って、現施設の状況を

見ながら、その改修の方向を決めていくと、このよ

うなことだというふうに思いますが、また別の視点

で、先ほど市長のほうからも答弁の中でありました、

医療機関の連携の関係でございます。 

先ほど答弁の中では、これから市立診療所に対し

ても指導、助言を行っていきたいということでござ

いますけれども、これはそれぞれ団体、組織の考え

方にゆだねなければならないところもあろうかとい

うふうに思いますが、やはり理想としては、市立診

療所さんにも医師会に加入をしていただいて、その

中で連携をとるということも一つの方策かなという

ふうに考えるのですが、この点に関しては、市長は

どのようにお考えになっていらっしゃいますでしょ

うか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  厚谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 市立診療所の医師会加入のご質問でございます。 

 市立診療所の医師の医師会加入についてでありま

すけれども、医師会は独立した団体でございまして、

また、加入は医師個人となりますことから、加入の

是非について申し上げる立場にはございませんが、

市立診療所と市内医療機関との連携が図られること

は、本市の地域医療の充実を図る上で大変重要であ

りますので、今後とも市立診療所と市内医療機関と

の連携に向けて、その環境づくりというものに市と

しては努めてまいりたいと考えております。 

●議長 高橋一太君  厚谷議員。 

●厚谷 司君  了解いたしました。 

それでは、引き続き 26年度中の対応についてとい

うことでございますが、やはり相当膨大な作業にこ

れから取り組まれていくことになるのだというふう

に思います。 

その中では、26年度中にでき得ることというのも

限られているでしょうし、また、あるいは職員の体

制が、現体制の中で二つの、いわゆる現施設の維持

についてと、それから、新たな指定管理者の公募に

向けた準備ということでございますが、非常に膨大

な作業になるというふうに思いますけれども、この

点について、通常、今の市の仕組みの中で仕事を進

めていこうとされているのか、それとも、また別な

方法などもお考えがあるのか、この点についてはい

かがですか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  厚谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 現施設の修繕でありましたり、再公募等々、準備

に膨大な事務量があるのではないかと、そのことに

対するご質問でございますが、そういった膨大な業

務量があるということとともに、非常にデリケート

な作業でありまして、困難を伴うものであるという

ふうには思っております。 

 庁内において、関係課が協力体制を図ることや、
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各種機関、団体との連携というものが不可欠でござ

います。また、北海道からもご協力をいただきなが

ら、そういった協力体制のもとで、何とかこの膨大

な事務量、またはそういった親切な対応が必要だと

いうことについても対応してまいりたいと、現時点

で考えております。 

●議長 高橋一太君  厚谷議員。 

●厚谷 司君  非常にデリケートな作業になると

いうことは十分承知をしておりますけれども、一方

で、やはりこれまでの時間的な経過も含めて、必ず

しも市民の皆さんが、何としても新しい診療所を早

く早くということではないと思います。やっぱり安

定して、安心、安全な連携体制を整えてほしいとい

うことでございますでしょうから、その点について

も、先ほどそれぞれ連携をとっていくということで

ございましたので、26年度、本当に今、いわゆる一

つのキーになる年だとも思いますので、ぜひ慎重か

つスピーディな対応をお願いしたいものだなという

ふうに思うところでございます。 

それでは、次、続けてよろしいですか。 

●議長 高橋一太君  はい、どうぞ。 

●厚谷 司君  それでは、最後でございますが、

市立診療所の移転先についてでございます。 

私のほうでは、先ほど若干、清水沢地区を基本に

しつつということでお話をさせていただいたところ

でございますが、この点について、ちょっと再度確

認をしたいのですけれども、さきに外部専門家意見

ということで、自治体病院関係、それから民間病院

関係、それから北海道、この三者からなる外部専門

意見の中で、清水沢地区に移転し、建設する方向性

はよいという意見については、カテゴリーとしては、

自治体病院関係のところに区分されていたというふ

うに思うんです。 

それで、まず確認をしておきたいのですが、それ

ぞれ三者ごとの意見があって、清水沢地区に移転し、

建設する方向はよいということが、三者全体での確

認に至っているということでよろしいと思うのです

が、その点について改めて確認をさせていただきた

いと思います。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  厚谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 外部専門家等の意見についてでございますけれど

も、そもそも市立診療所のあり方について検討を行

うということに際しまして、外部専門家の方々に専

門家の見地からご助言をいただくということで、今

までご意見をいただいてきたということでございま

す。 

 その中で、将来的に市民の利便性を優先し、清水

沢地区に移転し、建設する方向性について、また、

移転場所だけではなくて、社会医療法人を活用する

ため、建築を最長 10年程度先送りをし、平成 39年

までに行うという方向性について、民間病院関係者

及び北海道にお聞きをしたところでございまして、

同様のご助言ということをいただいているというこ

とでございます。 

●議長 高橋一太君  厚谷議員。 

●厚谷 司君  それでは、建設場所は将来の都市

拠点である清水沢地区ということについては確認が

行われているということだというふうに思いますが、

それで、きのう、大山議員のほうからも、コンパク

トシティの関係についての質問もあったところだと

思います。こことの関連もありますので、改めてお

尋ねをしたいと思うのですが、そういう意味でいき

ますと、目標設定というのは確かに必要だと思いま

す。そういう意味では、清水沢地区ということで指

定していただくということは、それは結構なことな

のでございますが、例えば今後の状況によって、例

えばコンパクトシティの進み方であるとか、これか

らのプランによって、若干、やはりコンクリートに

することがかえって市として作業を進めにくくなる

ことはないのだろうかと、そういうところを危惧す

るわけなんですが、その点についてのご意見はござ

いますか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  厚谷議員の再質問にお答え
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をいたします。 

 質問の答弁の中でもお話をさせていただきました

けれども、確かに今後の医療環境の変化や、人口動

態、またはまちづくりマスタープランなど、各種計

画の進捗状況などを十分留意する必要があるという

部分はございますが、清水沢地区という部分につい

て、適当であるという考えのもと、進めさせていた

だきたいというふうに考えております。 

●議長 高橋一太君  厚谷議員。 

●厚谷 司君  それで、繰り返しになりますが、

きのうのコンパクトシティに関する質問の中でも、

例えば今後のまちづくりについて、例えば、それで

は市の庁舎は今後どうなっていくのだろうかなとか、

将来的なそういう問題も含められていますよね。こ

れは新聞報道だけでございますけれども、お隣の市

民会館についても、現在のＮＰＯ法人が維持できな

いという状況になってきているということも含めて、

やっぱり相当これからの動きというのは大きいのだ

ろうなというふうに思うところなのです。 

 そういう意味からすると、基本は尊重、清水沢と

いうことにしながらも、やはりコンクリートにとい

うのは、どこの地域にまた議論を差し戻すというこ

とではなくて、一定程度、将来に向けての状況が明

らかになるまで、そのあたりの表現について、幅広

くしておく必要があるのではないかと思うのですが、

その点についてはいかがでしょうか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  厚谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 先ほどの答弁と重なってしまいますけれども、そ

ういった状況変化ということも留意をしながらも、

清水沢というところで考えると。いろいろな、たら

ればといいますか、こうだったら、ああだったらと

いうことを考えれば、これは始まりませんので、清

水沢地区で建設をしていくという方向性を持って、

まずしっかりと今後の準備を進めていくという考え

でございます。 

●議長 高橋一太君  厚谷議員。 

●厚谷 司君  了解いたしました。 

きのうから大綱質問ということで、市政執行方針

全般について各議員のほうから質問させていただい

ており、私は、今回、特に医療政策の関係を中心に

やらせていただきました。 

そういう意味からすると、まだ計画にも計上され

ていない状況ということからすると、相当作業もこ

れから大変だというふうに思うわけですが、一方で、

市民の皆さんも、今後の医療体制のあり方について

は十分心配されているところでございますので、ぜ

ひ適時、その進捗状況についても市民の方にお知ら

せをしていただきながら作業をとり進めていただき

たいというふうに考えるところですが、改めてこの

件について市長にお尋ねをしたいと思います。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  厚谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 医療施策、とりわけこの市立診療所のあり方等々

については、市民の皆様が非常に関心を持たれてい

る問題であるというふうに認識をしております。皆

さんにお示しできる段階にあっては、しっかりと周

知をしていくということとともに、市長とふれあい

トーク、また、話そう会という部分もございますの

で、現在行われてきた議論の部分であったり、こう

いったところ等々、繰り返しご説明になる部分もあ

るかと思いますが、皆さんが共通の認識を持って全

体像が把握できるような取り組みというのは、今後

もしっかりとやっていきたいと考えております。 

●議長 高橋一太君  厚谷議員。 

●厚谷 司君  了解いたしました。 

それでは、今回の大綱質問、それから、今定例会

をくぐって、26年度、スタートということになるか

というふうに思います。これまでも市長のほうから

もたびたびお話があるとおり、やはり厳しい今の夕

張の状況の中で、行政、議会、そして市民の皆さん

が一体になるということが本当に必要な 1年になっ

てこようかというふうに思いますので、お互いにそ

のことを念頭に置きながら、それぞれの仕事を進め
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ましょうということをお話を申し上げまして、私か

らの質問を終わらせていただきたいと思います。あ

りがとうございます。 

●議長 高橋一太君  以上で、厚谷議員の質問を

終わります。 

 次に、小林議員の質問を許します。 

 小林議員。 

●小林尚文君（登壇）  通告に従い、大綱質問を

させていただきます。 

 3 月に入りまして、大変暖かい日も続いてきて、

いよいよ北海道、ひいては、このメロンの生産地で

もあります夕張も仕事が忙しくなり、躍動する季節

を迎えております。 

 市長は市政執行方針の中で、1 期目の総括として

位置づけております。私ども議員も一緒であります。 

 そこで、3 年間の課題、検証を、市民にとって方

向性を出すことを明確にしていく 1年になろうかと

考えておりますので、何点か質問させていただきま

す。 

 3 年がたちまして、特に 3 年前といいますと、東

北の大震災があり、当然、そういう中で、大きな被

害が出ました。また、被災された方も多くおられる

ところで、3 年がたっても、これらは記憶に新しい

ところであります。 

 当時、3 年前といいますと、私ども夕張におきま

しても、再生団体となり、取り組みが大変難しい状

況にあり、内外からの大きな支援をいただいており

ました。 

 その震災後、特に市民の口から出されたのは、震

災によって夕張の支援がなくなるのではないかとい

う心配が出されておりました。私は、この厳しい状

況下にありましても、地道に一つ一つ課題を責任を

持ってとり進め、再生計画を基本にしながら、でき

ることはできる、できないことはできない、このよ

うなことを明確にし、やっていくことが、それぞれ

支援をいただいた方々に理解をいただけるものと考

えております。 

 市民と協働でつくり上げていく協働体制がこれか

ら重要になってくると私は考えております。 

 そこで、一つ目の、地域のコミュニティの今後に

向けた取り組みについてでありますが、協働で地域

社会をつくり上げていく観点から、一つ目に、地域

のコミュニティ情報の共有と連携についてでありま

す。 

 私ども議会におきましても、それぞれ住民懇談会、

また、施設等の視察等行っておりますが、また、そ

れぞれ地域のリーダー的な方々を含めてお話させて

いただく機会がありますが、ここ数年を見る限り、

そのコミュニティが縮小しているのではと思う気持

ちがございます。 

 これは、人口減少や高齢化によることにも要因は

あると思いますが、行政常任委員会等でも課題とし

て挙げられている、生活館等の維持、また、各町内

会等の人数減、また、高齢化による役員不足など、

課題は多いと考えております。これらコミュニティ

をそれぞれ充実していくための行政のかかわり方に

ついて、見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 また、今年度は防災マップが完成し、各家庭に配

布されました。これらを有効に活用し、市民の安心、

安全を確保するには、今以上に地域のコミュニティ

の充実が必要と考えます。情報不足、また、発信不

足は、それらの信頼関係を損なうものであり、行政

の示す方向性と地域が抱えている課題を共通認識と

して共有されなければと考えております。 

 また、市長が打ち出しておられる、住宅や交通、

また、診療所の問題、子育ての充実、これらを実行

の年としてアクションを起こしてきたとあります。

26年度、総括の年とされるのであれば、各町内、地

域との信頼関係が重要であり、この重要な事柄につ

いて、それぞれ今、重要政策の中で、私が考えてい

る中では、地域によっては、それぞれ診療所につい

ても、また、交通については、考えに違いがあるこ

ともあると私は思っております。市がその方向性を

示されるとき、ただそれがあったほうがいいか、な

いほうがいいか、賛成か、反対かだけではなく、共

有できる情報をいかにそれぞれ交換できるかが問わ
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れているものと思っております。それらを踏まえて、

行政と地域の連携をどのように考えておられるのか、

お聞かせをいただきたいと思います。 

 2点目に、地域担当職員制度についてであります。 

 昨年も同様の趣旨の質問をさせていただいており

ます。市長は当時、課題もあり、画一的な取り組み

では対応が難しく、調査、検証のため、時間が必要

で、24年度中にこだわらず、よりよい制度設計に見

直すとされております。1 年をかけ、その諸課題が

整理、検証がなされたものと考えますし、また、モ

デル地域にあっては、その町内会の意見集約も行わ

れていると思います。残念ながら今年度の市政執行

方針には、そのことについて触れられておりません

し、また、その途中経緯、経過を示されておりませ

ん。 

 私は、先ほどコミュニティにかかわることを申し

上げましたが、職員がこれらについて地域と一体に

なって取り上げていかなければ、市が方向性を示す

部分についても理解が得られないものと思っており

ますし、十分その辺の情報交換がコミュニティとと

もに必要になってくると考えております。市の示す

方向性に理解をいただくためには、地域の町内会と

行政のかかわりが最も重要で、そのかかわり方を方

策としてお示しをいただくことを望んでおります。 

 次に、2 点目の学校教育施策についての質問に移

らせていただきます。 

 まず一つは、小中学校の統廃合における諸課題に

ついてであります。 

 学校教育を充実させるために、当時、統合計画に

基づき、1 校化を決断したところでありますが、中

学校が 4年がたち、小学校が 3年を経過しておりま

す。ここで、その 1校化による課題が見えてくる時

期と思い、検証していく必要があると考え、質問さ

せていただきます。 

 本市は、昨年、人口が 1万人を割り、また、児童

生徒数、生まれてくる子どもについても、当初の予

想より上回るペースで減少してきている現実にあり

ます。それぞれ支障を来す面もあるのではと考えま

す。 

 その中で、市は、就学前の子ども、また、小学生

の児童の家庭に対し、また、教育委員会は、独自に

中学校におけるアンケート調査を実施されておりま

す。これから十分検証がなされるものと考えますが、

現在、そこから見えてくるものを把握されているの

か。もし把握されているのであれば、その課題をお

聞かせ、また、方策もお示しをいただければと思っ

ております。 

 二つ目に、子ども・子育て支援事業計画との連携

についてであります。 

 本市の社会状況、また、子ども、その保護者を取

り巻く状況は、早いスピードで変化してきておりま

す。子どもたちを社会に送り出すまでは、行政も大

きな役割を担っておるものであります。子ども・子

育て支援事業の連携、連動でありますが、今後、重

要になってきており、その支援事業を推進するため

に、これから調査、検討することが必要であると考

え、取り組み方を聞かせていただきたいと思います。 

 また、市長の方針の中で、子育て政策を進める上

で、環境の充実を新たに掲げており、四つの重要政

策の一つとして、実行の年と位置づけております。

夕張の子どもは、市民の希望でもあり、また、財産

であると考えております。社会減を食いとめる視点

から、就学前児童の医療費の無料化など、また、民

間賃貸住宅の促進等が打ち出されておりますが、今

後の子育ての環境の充実には、予算等も含め、まだ

まだ十分ではないのではないかと考えます。いかに

愛着を持ち、住み続けていただける環境づくりとは、

いま一度市長の考えをお聞かせください。 

 3 件目の、石炭博物館のあり方についてでありま

す。 

 文化財の保護、活用について、教育長は、夕張市

の歴史を語る建造物を守る活動について述べられて

おります。石炭博物館は、観光施設から社会教育施

設に移行されました。石炭等の歴史を見るとき、国

内でも有数の施設ではと認識しておりますが、夕張

市にとって、この施設がどのような意味を持ち合わ
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せている施設なのか、見解をお聞かせください。 

これらは夕張に存在する使命と私は思いますが、

これらを有効に活用するため、また、歴史を伝える

施設として、学芸員の配置の必要性があると考えま

すが、見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 まだ何点かございますが、答弁によりまして再質

問とさせていただきますので、ご答弁、よろしくお

願いをいたします。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君（登壇）  小林議員のご質問

にお答えをいたします。 

 まず初めに、地域コミュニティの今後に向けた取

り組みについてでありますが、人口減少、少子高齢

化がますます進展していくことが予想される中で、

地域コミュニティを維持していくためには、地域と

行政が情報を共有し、両者が連携して将来の地域づ

くりを行っていくための協働体制を構築していくこ

とが重要であると認識をしております。 

 また、その実現には、市役所と市民の信頼関係が

必要であり、市民の皆様の声をしっかりと聞くこと

はもちろん、行政運営について説明責任を果たすた

めには、市の考え方を発信し、市民の皆様の理解を

求めるといった双方向の対話が重要であると認識を

しております。 

 次に、地域担当職員制度についてでありますが、

地域担当職員制度は、職員が市民との対話を通し、

地域ニーズや地域課題を共有し、市民と行政が協働

してまちづくりを進めるという体制の構築を目指す

ものであります。制度の導入に向けては、これまで

もモデル地区を選定し、町内会の総会や幹事会等に

参加させていただき、導入に向けた検討を進めてき

たところでありますが、制度の本格導入には至って

いないところであります。 

 制度導入に向けた課題としては、市民の皆様のニ

ーズ把握や、職員の能力向上の観点から、一定の効

果が認められるものの、現状の限られた行政の執行

体制下においては、職務として行う場合、通常業務

とのバランスをどう図るのか、広範な市政運営に関

する事項について、市を代表する立場で対応するこ

との難しさや、それに対する職員の不安をどう解消

するのかなどの解決すべき課題がなお多く残されて

おります。 

 これらの課題を解決するためには、まずは夕張市

の人的資源に位置づけた行政執行体制の確保に関連

するその他の課題とあわせ、検討を進めていくこと

が重要と考えており、地域担当職員制度の導入には、

今後さらに一定の期間が必要であると認識をしてお

ります。 

このため、地域との情報共有や連携については、

当面、市民の皆様との対話、協働に資する同様の取

り組みである市長と話そう会や市長とのふれあいト

ークなどを積極的に活用していただきたいと考えて

いるところでございます。 

次に、学校教育施策について、一つ目の小中学校

統合後の諸課題については、教育長より答弁をさせ

ていただきます。 

二つ目の、子ども・子育て支援事業計画との連携

についての中の、子育て環境の充実についての市長

の考え方について、私から答弁をさせていただきた

いと思います。 

私はこれまで、夕張の再生を支える住宅、交通、

医療といった政策の 3本柱を打ち出してきたところ

でありますが、今年度は、この三本柱に子育て環境

の充実を加えた四つを重要施策として位置づけたと

ころでございます。 

私は、今定例議会において、市政執行方針でも申

し上げたところでございますが、子育て世代の経済

的な負担の軽減を図るため、昨年 10月より、就学前

児童の医療費無料化を実施し、また、定住化対策と

して、今年度から民間賃貸住宅の建設促進を目的と

した補助事業の実施など、新たな子育て施策の取り

組みを進めてきたところでございます。さらには、

本年 1月から 2月にかけては、子育て環境の充実に

向けた具体的施策を進めていく上で必要となる、子

育て世代の現状や課題について、保護者アンケート

の実施や、保護者や関係機関等が委員となる子ど
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も・子育て会議を設置し、子育て支援に関する施策

の総合的な推進を図る体制を構築するなど、子育て

のしやすい環境づくりを進めているところでござい

ます。 

いずれにいたしましても、子育て環境の充実につ

きましては、着実な財政再建の推進に向け、人口減

の抑制を図る観点から、定住対策としても重要な施

策の一つであると認識しているところであり、今後、

具体的な方針や事業のあり方について議論を重ね、

その検討においては、事業の優先度や財政状況など

も総合的に勘案し、子育て支援の充実に向けた取り

組みを進めてまいりたいと考えているところであり

ます。 

次の、石炭博物館については、教育長より答弁を

させていただければと思います。 

以上でございます。 

●議長 高橋一太君  市長にちょっとお尋ねをい

たします。 

ただいまの答弁、地域コミュニティを図るための

地域との情報共有、(1)のほうなのですが、先ほどの

小林議員の大綱質疑の中で、具体的に防災マップ等

が作成されたことでの地域との今後の連携性の問い

ですとか、あるいは結びの中では、地域によっては

考えの違いがあるのではないか、その辺も具体化の

部分で大綱の中で出されておりますので、今の答弁

の中ではその辺がちょっと抜けているのではないか

というふうに思われます。地域コミュニティの全般、

今後の情報共有を図るという部分ではお答えになっ

ているのではないのかなというふうに判断しますが、

今言ったような点が、大綱質問の中の質問と答弁で

はちょっと合致していないのかなというふうに思わ

れますけれども、その点、少し整理して、ご答弁、

もしご用意できるのであればしていただきたいと思

います。 

●市長 鈴木直道君  こちらで話すのですか。 

●議長 高橋一太君  この場合、再質問の前にな

りますので、こちらのほうでということで、もしす

ぐにそろうのであれば、ご答弁的に。 

 再度ちょっと申し上げたいのは、一番最初に今の

大綱質問、再質問以降の部分の問いの中でなら、再

質問以降の答弁で結構なのですけれども、既に今、

大綱質問の前段の中で、具体的に、先ほど言ったと

おり、個別の部分でも、防災マップの件、あるいは

地域によっては考えの違いが、異なっているのでは

ないかということで、具体的に示されているわけで

ありますから、最初のやっぱり答弁でこの辺を出し

て、そして、さらにその中でまた今後の再質問等の

あり方は、それはまた議員が、あとは答弁の中で調

整していけばいいと思うのですけれども、既に一番

最初のご答弁で、今の辺がちょっと欠けているので

はないのかというふうに判断しておりますので。 

 それでは、答弁調整のため、暫時休憩いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

    午後 ２時２８分 休憩 

    午後 ２時３４分 再開 

―――――――――――――――――――――――  

●議長 高橋一太君  会議を再開いたします。 

 それでは、最初の小林議員の大綱質問に対しての

答弁の追加的なものになるでしょうから、市長のほ

うから、こちらの演壇に立ってお答えいただければ

と思います。 

市長。 

●市長 鈴木直道君（登壇）  小林議員からいた

だきましたご質問に関しまして、一部答弁漏れをし

ている部分がございましたので、追加答弁をさせて

いただければと思います。 

地域コミュニティを図るための地域と情報共有、

連携についての市長の考え方の部分でございます。 

市の考え方を発信し、市民の皆様の理解を求める

といった双方向の対話が重要であると、まずは市と

しては認識しております。また、地域のこれまでの

歴史、または各町内会における活動実績等々、地域

事情がそれぞれ異なるといった状況も踏まえまして、

地域との情報共有や連携について、市民の皆様との

対話、協働に資する同様の取り組みである市長と話

そう会や市長とのふれあいトークなどで、そういっ
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た事情なども配慮をしながら、積極的にご利用いた

だきながら、当面、実施をしてまいりたいと考えて

いとるころでございます。 

以上でございます。 

●議長 高橋一太君  教育長。 

●教育長 小林信男君（登壇）  小林議員の質問

にお答えいたします。 

 まず初めに、小中学校統合後の諸課題についてで

ありますが、1 点目は、小中学校の統合により、ク

ラス内の学力差等の問題、これは当初から言われて

いた問題でありますけれども、これらの克服と向上、

こういったことが課題になっているところでありま

す。 

昨年 4月に行われた全国学力・学習状況調査の結

果、限られた一部で、学力の全てをあらわしている

ものではありませんが、北海道平均をやや下回って

いる、そういったような状況にあります。学習内容

において、課題として示されている点の改善に向け

て、基礎的、基本的な知識、技能の定着を図るとと

もに、活用能力の伸長を図る工夫が今求められてい

るところであります。 

教育委員会、あるいは学校としては、この結果を

真摯に受けとめ、それぞれの学校で、教育委員会も

含めてでありますけれども、学校改善プランをつく

っていただいて、これに基づき、子ども一人一人が

自立へのステップを確実に歩むことができるよう、

改善できるところは改善し、家庭との連携を一層深

めて、学力向上に取り組んでいるところであります。 

小学校にあっては、少人数指導や、個々の指導に

重点を置いた授業の確立を重点的に今年度行ってい

くということで進めております。また、わかりやす

い授業のために、電子黒板の導入、これを図ってま

いります。 

また、中学校にあっては、特別支援教育支援員の

配置時間を 4時間から 5時間へと拡充し、きめ細や

かな指導と支援を行うこととしております。 

このような中、教職員配置の適正化では、定数加

配も含め、新年度についても本年度と同様の加配措

置となる見込みであります。 

2点目は、通学についてであります。 

現在は、学校、家庭、市民ボランティア及びバス

会社など、関係機関と連携して、安全、安心な通学

体制を確保しているところでありますけれども、乗

車マナーや、あるいは安全な乗降を指導するバス添

乗員の配置、また、登下校の安全を見守る学校支援

地域本部のボランティアの方々に協力をいただいて

いるところがありますが、ボランティアの高齢化と

いうことで、人材の確保といいますか、そういった

ことが非常に困難になってきていることも事実であ

ります。今後の課題として考えているところでもあ

ります。 

3 点目は、幼児、児童、生徒の減少の問題であり

ます。 

先ほどご指摘されましたように、私どもが当初予

定したより若干少ない状況になっておりまして、本

年度に生まれた、いわゆるゼロ歳児は、この 3 月 1

日現在、31名であり、今後、小中学校における学年

複数学級の維持というのは大変困難な状況となり、

さらなる幼小中高の連携が重要になってくるだろう

というふうに思っておりまして、現在設置しており

ます夕張市学校連携協議会、この充実を図ることが、

今、当面最も大切なことだろうというふうに考えて

いるところであります。 

次に、子ども・子育て支援事業計画との連携につ

いてでありますが、現在は少子高齢化や核家族化、

経済環境の悪化など、子どもや家庭を取り巻く環境

は大きく変化しているところであります。家庭や地

域の子育て機能の低下に伴い、保護者の孤立化や育

児不安など、さまざまな問題が発生しており、次代

を担う子どもの健全な育成と、社会全体で子育てを

支援する体制の整備が必要となっております。 

このため、国においては、子ども・子育て支援法

を制定するなど、各自治体に子ども・子育て支援事

業計画の策定を義務づけたところであり、当市にお

いても、平成 27年度から平成 31年度までの 5カ年

計画の策定について、保健福祉課において準備を進
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めているところであります。 

この子ども・子育て支援事業計画策定に当たり、

子育て世代の皆さんのご意見を反映した計画とする

ため、本年 1月から 2月にかけて、就学前児童のい

る世帯と小学生のいる世帯に対し、アンケート調査

を実施しておりますが、教育委員会としては、高校

への進学なども考慮するため、中学生のいる世帯の

アンケート調査を別途この 3月に行ったところであ

ります。 

このアンケート調査の集計等については、これか

らの作業となりますけれども、よりよい子ども・子

育て支援事業計画の策定のために、関係課と協力し

ながら作業を進めてまいりたいというてふうに考え

ております。 

また、当計画策定に当たり、夕張市子ども・子育

て会議が設置されましたが、委員として、市の理事、

保健福祉課、教育課のほか、関係機関として、ゆう

ばり小学校、夕張中学校、ユーパロ幼稚園などの代

表、計 15名の委員で構成されており、今後は夕張市

子ども・子育て会議において、アンケート調査の結

果をもとにご意見を伺い、議論を踏まえながら、市

全体で子ども・子育て支援事業計画を策定していく

こととなるわけでありますけれども、その中で、高

校の問題であるとか、あるいは今後の幼児教育、保

育体制等についてもあわせて検討、協議を行い、し

っかり関係課と連携を図りながら進めてまいりたい

というてふうに考えているところであります。 

次に、社会教育施設としての機能を高めるための

博物館の学芸員の配置についてでありますけれども、

夕張市石炭博物館は、炭鉱の歴史と郷土の産業、文

化に関する資料の保存及び展示施設として、昭和 55

年 7月、夕張市博物館設置条例を制定したものであ

りますが、翌年 3月には観光施設事業として制定さ

れ、夕張市観光施設設置条例に他の施設とともに整

理をされた、そういった経過があります。 

一方、こうした条例上の位置づけとは別に、収集

資料や展示物に加え、登録有形文化財である模擬坑

道など、関係学術団体や研究者の評価は高く、社会

教育施設として存続させようとする声が上がり、平

成 22 年には石炭博物館のあり方検討委員会が設置

され、同検討委員会より、石炭博物館が将来にわた

ってその社会的価値を磨いていくことを強く期待し

たいという報告がなされたものであります。 

教育委員会といたしましては、このことを踏まえ、

貴重な歴史と地域文化を後世に継承する社会教育施

設として、昨年、夕張市郷土文化施設設置条例を制

定し、夕張博物館を文化的要素の高い炭鉱遺産とし

て重要な施設として位置づけたものであります。社

会教育施設としての機能を高めるための学芸員の配

置については、市全体の職員体制にもかかわってく

ることでもありますし、石炭博物館は、現在、指定

管理者による運営を行い、学芸員を配置しておりま

すので、教育委員会としては、展示内容の更新や企

画展などに積極的にかかわるとともに、児童生徒や

市民が学習することができる環境づくりなど、学び

の場として博物館活動の取り組みができるよう、教

育委員会にも学芸員の資格を持った者がおりますの

で、それらを中心に、指定管理者と連携をとりなが

ら、施設の充実を図り、将来的にも残すべき施設と

して活用してまいりたいというふうに考えていると

ころであります。 

●議長 高橋一太君  小林議員、再質問ございま

すか。どうぞ。 

●小林尚文君  まず、答弁ありがとうございまし

た。 

 再質問を何点かさせていただきますけれども、先

ほど市長のほうに答弁をいただきました。特に私は、

答弁をしていただいた中で、地域の方々、特に町内

会を含めて、いろいろな形で行政と協力体制をとろ

うという方々も多くおられると思います。その中で、

各議員がそれぞれ、きのうも個人住宅の部分とか、

それから、コンパクトシティについて、いろいろな

議論をされておりますけれども、市民がその部分を

聞いたとき、ほとんど総論は賛成するのですよ。た

だし、やっぱりそれぞれ地域、地域によっても、自

分に置きかえる部分については、ちゃんとした認識
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を持っているのか、また、理解をしているのかとい

うのは、これはちょっと疑問のわくところがありま

す。当然、広報等を使って説明をされている部分も

ありますけれども、なかなか理解をしておられない

方も私はいると思っております。 

その中で、コミュニティづくりというのが必要だ

なと思って質問させていただいたので、その部分に

ついて、私はこの部分が何が何でも必要だという部

分ではないのです。そういう情報交換のあり方につ

いて質問したので、その部分で、行政側から、その

部分に対して、今、コミュニティが縮小しているよ

と、人数も減って、高齢化もしてきているし。その

中で、どんなかかわり方をしたらいいのかという部

分で、先ほど担当職員制度の部分についても答弁を

聞きました。しかし、そういう中で、いずれかの形

でかかわっていって、職員が身近な形でそういう部

分と情報交換でき得る部分があれば、これは担当職

員にこだわるべきではないと思うのですよ。いろい

ろな担当課であっても、例えば理事であっても、私

は個人的に理事等ともやっぱりそういう話をさせて

いただいたときに、地域にとっても有益だなと思う

こともあります。そういうのも含めて、かかわり方、

もし考えがあれば、もう一度答弁をお願いしたいと

思います。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  小林議員の再質問にお答え

をいたします。 

 一つ目は、事業の総論賛成、各論反対といいます

か、そういう全体のイメージはある程度理解をして

いるけれども、事業の細かい内容ですとか、または

自分の地域、個人としてどうなのかとか、そういっ

たところまでやはり事業の説明ですとか、そういっ

たところをしっかりと図っていかなければならない

ということに関しましては、広報に載せていますよ

ということだけではなくて、それぞれの事業課が、

例えば住宅再編事業であったら、その対象の方のみ

ならず、地域全体を対象としてご説明をするですと

か、あらゆる機会を通してできるだけ多くの情報を

お伝えし、またはご意見をいただくという場を、原

課、それぞれの課においても持っていくということ

が必要かなというふうに思っておりますし、また、

制度といいますか、今、地域担当職員制度の部分は、

当面、市長と話そう会ですとか、ふれあいトークと

いうことを充実をさせていこうというふうに考えて

おるわけですけれども、そういったところにも参加

するメンバーというのが、今まで固定をしていると

いう状況もございますので、新たなそういったメン

バーと一緒に行くなど、多くの職員が地域の声です

とか、また、お伝えをしている場に参画をしながら、

そういった声も拾いつつ、また、どういった形でさ

らにやっていけばいいのかということも同時に検討

しながら、そういった声に応えていきたいと現時点

で考えています。 

●議長 高橋一太君  小林議員。 

●小林尚文君  そのようにお願いをいたします。 

特にそれぞれ各地域、地域の町内会、コミュニテ

ィを持つのに、それぞれ大変ご苦労されている部分

がありますし、いろいろなボランティア活動もされ

ている中で、一つでも協力体制を行政と一緒にとい

う部分があろうかと思います。そこら辺で、やっぱ

りマイナスにさせないためには、やっぱり市の持っ

ている情報というのはできるだけ出していただいて、

前にもちょうど医療の部分でしたか、それか防災の

ところでしたか、なかなか情報が、個人情報も含め

てあるのだろうから、しようがない部分もあるのだ

けれども、伝わってこない部分があって、ちゃんと

教えてくれやという話も中にはあったかと思います

けれども、その辺の情報の共有の仕方というのは、

やっぱりなかなか事務的には難しいものなのでしょ

うかね、これ。ちょっとお聞きしたいと思います。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  小林議員の再質問にお答え

いたします。 

 議員ご指摘の部分は、医療保健対策協議会の拡大

会議の中で、地域代表の方がそういった情報提供を

しっかりやってほしいというお話をいただいている
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件ではないかなと思うのですが、そこでいただいた

ご意見というのは、住宅再編のお話だったかという

ふうに記憶をしておりますが、やはり先ほどお話し

した部分と重なるのですけれども、そういった事業

対象地区の対象者の方だけでなくて、対象者ではな

いのだけれども、ほかの地域の方々にも、当然、市

としてやっている事業になりますので、どういった

形でお伝えをしていくことが最も皆さんに届くのか

という視点は持って、そういった住民の皆さんから

の声も受けて、今後、しっかり対応を検討していき

たいなというふうに思っています。 

●議長 高橋一太君  小林議員。 

●小林尚文君  私も地域のかかわり方と、それか

ら、担当職員制度、形にこだわるわけではありませ

んので、いい形でその部分が地域、地域のそれぞれ

の課題整理のためにご尽力をいただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 続けてよろしいですか。 

●議長 高橋一太君  はい。 

●小林尚文君  あと、教育の中で、先ほど答弁が

ありましたけれども、特に生徒の減少する形、また、

子どもの生まれる数が、今、現時点での数を言われ

ましたけれども、そういう中で、教育長は方針の中

で、高校の部分と、それから認定子ども園の部分が、

恐らくこれから立ち上げる会議の中で、それが協議

されるものとは思いますけれども、2 点ほど、特に

高校が、きのうも中学校の卒業式、50名ほどの卒業

で、旅立ちの祝いをしたわけですけれども、当然、

やっぱり高校の問題というのは避けて通れない。今

もそれぞれ適正配置の課題としてあると思います。

その部分も含めて、今の状況と、これからどういう

保護者に不安を与えないような形がとれるのかと、

もう一つは、これは当初から私も教育委員会にかか

わっておりましたので、認定こども園ではなくて幼

保の関係で、その課題整理をした経緯がありますが、

これからその部分をどのような方法で考えていくの

か、その 2点、再質問させていただきますけれども、

答弁をお願いいたします。 

●議長 高橋一太君  教育長。 

●教育長 小林信男君  小林議員の再質問にお答

えをいたします。 

 夕張高校における今後の入学学級数、いわゆる間

口についてでありますけれども、本年度、平成 25

年度の夕張高等学校の入学者、結果的に定数 80名で

応募したのですけれども、2 学級に達しないという

ことで、1 学級として昨年の 4 月からスタートした

ところであります。本年度、先ほどお話も出ていま

したけれども、卒業生は 50名ということでありまし

て、26年度の夕張高校への入学でありますけれども、

卒業生からの出願者というのは 32 名となっている

ところであります。合否の判定については月曜日に

出ますけれども、私どもとしても、その結果を今見

ているところであります。 

 そういった状況の中、26年度、来年度の中学校卒

業生、今のところ現在 63名在席しておりまして、今

のところもう 1人ふえる予定でありますので、64名

ぐらいでスタートできるのではないかなと想定をし

ているところであります。したがいまして、27年度

の夕張高校の入学学級数、現状では 1間口でありま

すけれども、ここは何としても前の 2間口に戻して、

確保しなければならない、こういう状況に今あると

ころであります。 

 昨年の 8月に、北海道教育委員会に対して、高校

対策委員会は、平成 27年度の夕張高校入学学級数の

2間口確保、それから、夕張高校の教育条件整備や、

今後の夕張高校のあり方についても十分地元との意

思疎通、連携を図るよう、こういったことで強く要

請してきたところであります。 

 また、本年の 1月には、北海道教育委員会の新し

い高校づくり推進室の室長さんが教育委員会に見え

られまして、27年度の夕張高校の入学学級数につい

て意見交換をしたところであります。私は、地域の

中学生が置かれているさまざまな状況について説明

するとともに、夕張中学校現 2年生の今段階での進

路希望動向といいますか、それから、中高連携によ

る、夕張高校が中学校、あるいは生徒、保護者への
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説明をしたり、あるいはオープンスクールを開いて、

広く高校の内容について中学生に理解を求めている、

そういった取り組みについて説明をして、ここはど

うしても 2間口、戻してもらわなければ困るという

ようなことでお願いしたところであります。 

 北海道教育委員会は、今後のスケジュールとして、

今、4月 23日だったというふうに記憶しております

けれども、公立高等学校の配置計画地域別検討協議

会、これは岩見沢で開催することが決まっておりま

す。したがいまして、地元の要望、意見を聞きなが

ら、6月末には計画案を提示するものと思われます。

したがいまして、4 月から 6 月にかけ、大きな山場

を迎えることから、私としては、4 月以降、夕張市

高等学校対策委員会を開催しながら、協議を重ね、

27年度の夕張高校の入学学級数を何としても2間口

確保するための行動を起こしたいというふうに現在

考えているところであります。 

 次に、減少する幼児数に対応した形で、今後の夕

張の幼児教育、あるいは保育体制をどういうふうに

していくのかということについてのご質問でありま

す。 

 現在、夕張市には、社会福祉法人の夕張保育協会

の 3保育園、それから、無認可の緑ヶ丘保育園、そ

して私どもが管理しているユーパロ幼稚園の計 5園

が、就学前の教育、保育施設の場所として提供され

ているとこころであります。今後も幼児数の減少は、

先ほども言いましたように、避けられません。昨年、

本年とも、先ほど言ったような 30名を少し超えると

いうような状況にあります。とりわけ幼稚園におい

ては、集団生活を通して、そのかかわりの中から学

習や生活習慣や社会性を身につけるため、必要な集

団が確保されることが望ましいというふうに考えて

いるところでありますけれども、幼児数の減少は、

今後の保育環境をどうこの夕張の地で確立をしてい

くのか、極めて大きな議論が必要だというふうに考

えているところです。 

保育機能と幼稚園機能が一緒になった認定子ども

園も少しずつ各市町村にふえてきていることから、

これはいろいろな課題がありますので、例えば設置

基準や、あるいは補助の仕組みであるとか、あるい

は相談機能をどういうふうに持っていくのか、これ

らの課題についても整理しながら、先ほど言った子

ども・子育て会議での議論や、あるいは私ども関係

課と協議をしながら、議論するための整理をきちっ

とやっていきたいと、そういった 26年度にしたいと

いうふうに考えているところであります。 

以上であります。 

●議長 高橋一太君  小林議員、どうぞ。 

●小林尚文君  時間も余りかけられませんので、

確認のために何点かしたいと思いますけれども、私

は、高校については、当然、夕張の地域事情、また、

いろいろなそれぞれの家庭事情など、夕張はかなり

やっぱりそれぞれ広がっている地域なものですから、

夕張には高校というものは必要な部分だと認識して

おりますし、その部分について、今、教育長が申さ

れた部分、私どもも応援しますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 また、もう一つは、博物館の関係で、これは教育

長というよりも、当然、私は、これからそういう各

施設、夕張は多数の施設があります。賛否ありなが

らでも、どこかを守ればどこかを犠牲にしなければ

ならないという部分も出てくると思うのですよね。

全部守りたいのはやまやまですけれども、それぞれ

を整理して、やっぱりここは死守するぞというよう

な気持ちでやらないと、薄く広く予算をばらまくよ

うな形になると思いますので、その辺は私の意見と

して申し上げておきたいと思いますので、よろしく

ご検討をお願いいたします。 

 これで、再質問も終了させていただきます。大変

どうもありがとうございました。よろしくお願いい

たします。 

●議長 高橋一太君  以上で、小林議員の質問を

終わります。 

 次に、熊谷議員の質問を許します。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君（登壇）  日本共産党の熊谷桂子で
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す。 

 3年前の 3月 11日、あの東日本大震災、そして、

現在の人間の英知では後始末もできない原発の人災

ともいえる放射能汚染の中、東北ではふるさとを去

る人も残る人も大きな苦難を強いられて、新たな 4

年目が始まろうとしています。 

 3 年前の大震災の 1 カ月後に、激戦の中、市民の

皆さんからの大きな支持を得て、鈴木市長が当選さ

れ、私も 2期目の議席をお預かりいたしました。 

 この大震災直後から、テレビなどで地震の専門家

の皆さんが、今、日本は地震の活動期に入り、今後

40 年くらいの間は全国で大地震の来る可能性が非

常に高いと言われていることなども挙げながら、2

期目最初の 6月議会で取り上げたハザードマップの

作成が、先月、ようやく実現し、夕張市防災マップ

として、市内全家庭に配布されました。担当者のご

苦労のかいあって、市民の皆さんからは、自分の住

んでいる地域の危険な箇所や避難場所などが一目で

わかると、うれしい反響をいただいているところで

す。 

 さて、この 3年前の 6月議会で、市長は、ハザー

ドマップは費用が高額になるため、新しいシステム

として、地域での避難の協力体制をつくる要援護者

支援制度について答弁され、誰が誰を助けるのかと

いう根本的な問題に対する取り組みとして、夕張市

災害時要援護者避難制度を策定し、一人一人に避難

支援プランを策定することを目指し、市の防災を担

当する消防本部と保健福祉課との横断的なプロジェ

クトチームを立ち上げ、検討中であると答弁されま

した。しかし、3 年たった今も、避難支援プランが

できましたという報告を市民の皆さんが受け取って

はおりません。 

昨日の質問にもありましたように、消防職員の皆

さんがメンタル的な面で多くの葛藤を抱えておられ

ることに対し、市民も大きな心配を寄せております。

夕張市の特殊な歴史の中で、慣例的に行ってきた予

算の使い方と、その中で、ごく一部の人間が行った

金銭の横領問題等をひとまとめにして、自分たちが

不正に金銭を横領したわけでもないのに、歴史的な

慣習で行ってきたことまで不正経理と乱暴にくくら

れ、違和感を持ちながら苦しんでいる職員も多いと

伺っています。この辺の整理もきちんとつけながら、

市民の命と安全を預かる消防職員の皆さんが、さわ

やかに元気を取り戻していただきたいと思います。 

東北では、想像を絶する困難の中、多くの公務労

働者、そして原発の作業員の方たちは、身を削りな

がら復興に向けて力を尽くしておられます。 

本市では、財政破綻のショックと混乱から 7年が

過ぎ、高齢化した市民が安心して住み続けられるま

ちづくりにぜひ力を発揮し、支援が必要な人への避

難支援プランの策定にも力をそそいでいただきます

よう、心からお願いいたします。 

それでは、通告に沿って質問いたします。 

1 件目に、財政再生計画の期間短縮について伺い

ます。 

鈴木市長の再生計画についての期間短縮の思いを、

所信表明と市政執行方針から振り返ってみますと、

平成 23年度の所信表明では、本年度を含め、残り実

質 16年の計画期間は余りにも長く、何とか短縮でき

ないものかと、市長就任後、苦悩する日々でありま

した。しかし、この思いは夕張市に住む者だけのも

のではなく、先般、挨拶に出向いた片山善博総務大

臣や、高橋はるみ北海道知事を初め大勢の方々から

同様のお言葉をいただき、私は大変感激をしたとこ

ろであります。 

また、平成 24年度市政執行方針には、地域主権改

革の推進と財政再生計画を所管するのはいずれも総

務省であり、この相対する状況を政治的な課題とし

てとらえ、一日も早い財政再生団体からの脱却をと

もに考え、目指すことは喫緊の課題であると考えて

おりますと述べられました。 

平成 25年度には、さらに私と国、北海道の実務者

の懇談の中で、結果として財政再生計画の期間短縮

に結びつく財政支援について、国、北海道に対し強

く要望をいたしました。国からは、財政再生計画の

期間短縮が夕張市民の悲願であることが認識できた、
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期間短縮の部分がうまく可能な形になるよう、引き

続き毎年度、毎年度、さまざまな協議もさせていた

だきながら考えていきたいとの発言があったところ

であり、国に十分な認識を持っていただけたことか

ら、期間短縮に向けた協議のスタートになったもの

ととらえております。 

昨年は、消防の不適正経理が発覚し、市民の皆様

に大変ご心配をおかけいたしました。こうしたとき

こそ、職員が一丸となって、市民の皆様の信頼を回

復できるように努めるとともに、さきに述べたコン

パクトシティの実現と、一日も早い財政再生団体か

らの脱却を目指す所存でありますと、このように強

い思いを感じさせるものでありました。 

しかし、今年度、26年度の市政執行方針では、安

心して市民の皆様が生活できる環境をつくり、財政

の再建と地域の再生に向け、一日も早く財政再生団

体からの脱却を目指すためのあらゆる取り組みを行

ってまいる所存であります。私の信念である財政再

生計画期間の短縮に向けた取り組みも引き続き行っ

てまいりますという文面になっており、受け取る側

としては、相当トーンダウンをしているように感じ

られます。 

市長は、折あるごとに上京され、総務大臣ともお

会いしていると耳にしておりますが、再生計画の期

間短縮について、国や道との協議内容、現状と見通

しについて伺います。 

また、今年度は、元金償還の始まる年でもあり、

償還財源の確保が強調され、何度もその文言が執行

方針の中で使われております。さらに、本市が取り

組む財源確保方策をしっかりと伝え、三者共通の認

識のもと、再生に必要な事業の実施等々とあります。

市民の中には、市民負担がまたふえるのか、市民サ

ービスがさらに削られるのかと心配を口にする方も

おります。ここでいうところの償還財源の確保につ

いて、具体的にどのようなことを指すのか、お伺い

いたします。 

2 件目に、子育て世代、若い世代の定住対策につ

いて伺います。 

市政執行方針の中で、子育て環境の充実を挙げ、

本市の人口減少の主な要因である社会減を食いとめ

るためにも不可欠であり、急務とされています。就

学前児童の医療費無料化を実施し、子育て世代の市

内定住化促進の一歩として、今後に期待を寄せてい

るとあり、さらに、本年 1月から保護者アンケート、

2 月に夕張市子ども・子育て会議を設置とあります

が、これまでのさまざまな取り組みから、若い世代

の方たちの定住を妨げているものについて、どのよ

うに認識されているのか、また、それをどのように

解消しようとしているのか、伺います。 

3 件目に、学校支援ボランティアについて伺いま

す。 

学校支援ボランティアにかかわっていらっしゃる

方たちから、毎日のバス停での見守りに加え、夏の

草刈り、冬のバス停の除雪などもあり、また、ボラ

ンティアの高齢化もあって、大変になってきている

と伺っています。現役世代の方たちのほとんどは、

今や共働きの家庭ではないかと思いますが、そうな

ると、学校支援ボランティアの多くの方が、現役を

リタイアされた 60 代以降の高齢市民であろうかと

思われます。夕張市の学校支援ボランティアの現状

と問題点、今後の方策について、どのようにお考え

か、伺います。 

4件目に、石炭博物館の活用について伺います。 

この博物館の活用として、子ども向けや一般社会

人への生涯学習として、どのような計画を立ててい

るのか、伺います。 

また、炭鉱遺産の保存、活用の立場から、どのよ

うな計画を考えているのか、伺います。 

以上、4 件について質問いたします。以上、よろ

しくお願いいたします。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君（登壇）  熊谷議員のご質問

にお答えいたします。 

 まず、財政再生計画の期間短縮についてのご質問

にお答えをいたします。 

 初めに、期間短縮についての国や北海道との協議
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内容についてでございます。 

 まず、一昨年の三者協議後に、私と国、北海道の

実務者の懇談の中で、結果として財政再生計画の期

間短縮に結びつく財政支援について、国、北海道に

対し強く要望をいたしましたところ、国からは、再

生計画の期間短縮が夕張市民の悲願であることが認

識でき、期間短縮の部分がうまく可能な形になるよ

う、引き続き毎年度、毎年度、さまざまな協議をさ

せていただきながら考えていきたいとのご発言があ

ったところであります。 

 このように、国に十分な認識を持っていただけた

ことから、期間短縮に向けた協議のスタートとなっ

たものととらえているところであり、昨年開催した

第 2回の三者協議後の懇談の場においても、国から

できるだけ早く卒業したいという思いを受けとめつ

つ、ＣＢＭなどの取り組みを計画に盛り込んで、活

発あるまちづくりを進めていこうという努力に対し、

真摯に協議を通じて議論させていただきたいとの前

向きなご発言をいただいたところであります。 

 また、昨年 3月に、新藤総務大臣及び高橋北海道

知事が来夕された際には、私から、市が現在まで聖

域なき行財政改革を行い、多額の償還財源を生み出

してきたことを踏まえ、期間短縮に結びつく支援に

ついて要望を行ったところ、大臣からは、厳しい財

政体制を維持していくことと、地域の活性化、この

二つの相互作用によって、財政再生計画の期間短縮

の願いが実現できないか、協議を続けていくという

ご発言をいただき、再生団体を早く脱却することは

三者共通の思いであるということを改めて確認をさ

せていただいたものと考えております。 

 こうした要望の際には、市内視察などの機会を通

じて、夕張の現状をしっかりと把握していただいた

上で、地域再生のための事業の実施と、期間短縮の

重要性についてご説明しており、そうした現状を踏

まえた深い議論の必要性についてご理解いただけた

ものと考えております。 

 今後においても、市民の皆様のご理解とご協力を

得た上で、財政再生計画を着実に推進することを基

本としながらも、一日も早い財政再生団体からの脱

却を目指し、私の信念である期間短縮の実現に向け

て、あらゆる観点から国、北海道と真摯な協議を行

ってまいりたいと考えております。 

 次に、償還財源の確保についてのご質問でありま

す。 

 今年度より、再生振替特例債の元金償還が始まり、

今後の償還財源を確実に確保していくことが求めら

れる一方で、議員ご指摘のとおり、当市の人口減少

は今後ますます進行していく見通しであり、税収等

の減収が見込まれているところであります。 

 このような現状において、財政の健全化を確実な

ものとするためには、地域の再生に向けて、限られ

た財源の中で効果的な施策展開を図る必要があると

考えております。 

 今後とも財政の再建と地域の再生を同時に図って

いくため、計画本文の基本方針に掲げている市民生

活の安全、安心の維持、確保の観点から、新たに生

じた諸課題に対応していくとともに、三者協議等に

おいて、必要な財源確保方策について、国、北海道

と協議を進め、再生計画の着実な推進に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 次に、子育て世代の定住促進についてのご質問に

お答えいたします。 

 本市の人口減少傾向については、その特徴として、

社会減の比率が高いこと、つまり転入者よりも転出

者の数が多いことが挙げられます。この傾向が示す

ことは、まさにまちの魅力が問われているというこ

とであります。 

 一般的な転出理由としては、就職、転職などの職

業的理由によるものや、就学、卒業を理由とするも

の、さらには、住宅事情や縁組み関係など、さまざ

まな理由が考えられるところであり、本市の子育て

世代の転出理由についても、これらの理由が該当し

ているものと推測されているところであります。 

 本市の子育て世代の流出を解消するためには、今

まさに私が重要施策として位置づけている住宅、交

通、医療、そして子育て環境の充実の施策の実施が
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不可欠であり、さらに、雇用の場の創出などの施策

も講じることで、まちの魅力を高めることが重要で

あると考えております。夕張の未来に希望を見出し、

市民の皆様が安心して住み続けられるまちづくりと、

そして、それを次世代を担う子どもたちに引き継い

でいけるよう、全力で市政運営に取り組んでまいり

ます。 

 次の学校支援ボランティアについて、そして、そ

の次の石炭博物館の活用につきましては、教育長よ

り答弁をさせていただければと思います。 

 以上です。 

●議長 高橋一太君  教育長。 

●教育長 小林信男君（登壇）  熊谷議員の質問

にお答えいたします。 

 まず初めに、学校支援ボランティアの現状と問題

点、今後の方策についてでありますが、現在、夕張

市学校教育支援地域本部事業として、地域全体で学

校を支援し、安心、安全な教育環境を整えることや、

教員の負担を軽減し、子どもと向き合う時間を拡充

すること、また、地域住民が経験や知識を教育に生

かし、みずからの生きがいづくりにつなげることを

目的に、平成 20年度から活動しているものでありま

す。 

毎年、夕張市学校支援協議会を年間 5回程度開催

し、その中で、児童生徒の登校時の見守り活動を中

心に、中学校における環境整備活動、小学校での読

み聞かせ活動、学校行事への参加などの事業を行っ

ているところであります。 

学校支援ボランティアの方々には、常日ごろから

子どもたちのために多大なるご支援をいただいてい

るところであり、心から感謝を申し上げたいと思っ

ております。 

しかし、現在、当市では高齢化が進んでいること

もあり、学校支援ボランティアの方々についてもご

高齢の方が多く、活動の幅をなかなか広げていくこ

とが難しい状況にあることは、先ほどの熊谷議員ご

指摘のとおりであります。今後はＰＴＡの活動との

連携を図るなど、保護者を含めての活動も視野に入

れて検討していく必要があろうというふうに考えて

いるところであります。 

また、学校支援ボランティアに登録されている

方々の中には、すぐれた知識や技能をお持ちの方も

いらっしゃいます。学校のニーズにもよりますけれ

ども、授業の中で、あるいは放課後の補習や、ある

いは補充学習などで活躍できる場があると、学校支

援ボランティア、それから、学校とも、相互にとっ

てよりよいものになっていくのではないかなという

ふうに考えているところであります。 

学校支援ボランティアの皆様には、今後ともいろ

いろな面でご支援いただくことになると思いますが、

学校支援ボランティアの心得 10箇条の中に、無理の

ない行動をしましょうとあるように、決して無理を

せず、自分のでき得る範囲の中でご協力をいただけ

ればというふうに考えているところであります。 

次に、石炭博物館の活用についてでありますが、

子どもや生涯学習としてどのような計画を考えてい

るのかについてでありますが、先ほど小林議員のご

質問に対して答弁いたしましたとおり、教育委員会

としても石炭博物館施設に積極的にかかわり、学び

の場として、子どもや生涯学習活動を行うことがで

きるよう、具体的計画については、指定管理者との

協議を行いながら、市民団体主催の学習会との連携、

あるいは、石炭とは何かなど、わかりやすい表示を

するなど、親しみやすい施設として活用してまいり

たいというふうに考えているところであり、現在、

いろいろ準備を進めているところであります。 

次に、炭鉱遺産保存、活用の立場から、どのよう

な計画を考えているかについてでありますが、26年

度につきましては、市指定文化財であります採炭救

国鉱夫の像、これも炭鉱遺産でありますが、老朽化

が著しいことから、応急処理を実施する計画で現在

進めているところであります。また、坑口や他の炭

鉱遺産群についても、状況を確認しながら、後世に

残す貴重な施設として活用してまいりたいというふ

うに考えているところであります。 

以上、答弁とさせていただきます。 
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●議長 高橋一太君  熊谷議員、再質問ございま

すか。どうぞ。 

●熊谷桂子君  まず、償還財源の確保というとこ

ろで、市長の答弁の中では、市民の今後の住民サー

ビスの低下ですとか、それから、市民の負担をふや

すというようなことは入っていなかったというふう

に思います。そのことは一つ安心できることかなと

いうふうに思いますし、また、国、道でも、三者共

通の思いということで、市長の信念は変わらないと

いうことで、今後ともぜひ頑張っていただきたいと

いうふうに思うところです。 

 2 件目の、子育て世代の定住の問題ですが、市長

は今、まさにまちの魅力が問われているとおっしゃ

いました。私も本当にそのとおりだというふうに思

うところです。今、市を挙げてさまざまな取り組み

に頑張っているところで、これから希望を見出し、

引き継いでいきたいということでした。 

私も本当にそのとおりだというふうに思うのです

が、一つ、先日、民間のあれなのですけれども、ク

ラウドファンディングを使いまして、夕張で誰でも

無料の居場所をつくる、本でいっぱいのとしょかん

をつくろうという取り組みがありました。このとし

ょかんというのは平仮名で書くとしょかんで、法的

な漢字で書く図書館とはやっぱり違うものではあり

ますが、本をたくさん集めて、旧夕張小学校と旧緑

小学校に、誰でも本を媒介にして居場所ができる、

そういう取り組みがありまして、目標額を達成して、

この 4月から徐々にそういったことができてくるの

だというふうに思います。こういったところと市が

協力し合って、子育て世代への大きな支援となって

いけるような、そういう取り組みができるといいな

というふうに思うのですが、市長はどのようにお考

えでしょうか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  熊谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 クラウドファンディングを活用したとしょかんを

2 カ所ということは、私も承知をしております。ま

た、実施に当たりまして、今、図書コーナーでそう

いった機会を再生団体のほうとつくっているわけで

すが、そういった関係者の方とお会いされたりだと

か、または市のほうにも、どういった状況に現在あ

るのかということも、実施者の皆さん、来てくださ

いまして、その中では、市としてもご助言といいま

すか、ご協力という中でさせてきていただいており

ますので、そういった達成をされたというふうに聞

いておりますので、せっかくできるそういった施設

を、私たちとしても今後とも協力をしながら、活用

ができればというふうには思っております。 

●議長 高橋一太君  熊谷議員。 

●熊谷桂子君  私の子育て時代の 30 年前なので

すが、30 年前から児童館をつくってほしいという、

たくさんの子育て中のお母さんたちと、そういう市

に要望もしたことがあったのですが、いまだに児童

館もできていないような状況ですので、ぜひこうい

った場所が児童館のかわりにもなるような、市との

新しいコラボというのでしょうか、協働というので

しょうか、そういうこともぜひ考えていただけたら

というふうに思うところです。 

 また、市民団体として、今、被災者支援なども行

っているところですが、2 組目の方が夕張に定住を

決めたところです。そういうこともありますし、東

北などの被災地や、それから、東北の子どもたちの

健康被害が少しずつ明らかにされてくる中で、関東

も含む、ホットスポットといわれる、そういう地域

が、放射線量の高い地域がある、そういう場所で子

育てしている方たちの中には、子どもさんの健康を

考えて、移転を考える若者世代も今後さらに増加す

ることが見込まれます。地域で必要な仕事を探して、

地域で仕事をつくり、雇用につなげる、先ほど市長

のほうからもそういうお話もありました。そんな先

進事例も各地に生まれておりますので、夕張に必要

であるが、今不足しているものを見つけて雇用につ

なげる、これもまちづくりの大きな仕事だというふ

うに思います。市民との協働でこういったこともぜ

ひ取り組んでいただきたいというふうに要望したい
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と思います。 

 次、3件目、よろしいですか。 

●議長 高橋一太君  はい、どうぞ。 

●熊谷桂子君  学校支援ボランティアについてで

す。 

教育長のほうから、ＰＴＡとの連携も考えていき

たいと。高齢になった市民の皆さんには、無理のな

いような行動をという、そういうお話があったとこ

ろです。この件につきましても、無償で、善意が基

本であるボランティアに頼るだけではなくて、雇用

の場としての可能性もぜひ考慮に入れて雇用づくり

にもつなげていただけたらというふうに思うところ

です。 

4件目の、石炭博物館についてです。 

市長のほうからも、後世に残すという、そういう

力強い答弁がありました。この石炭博物館は世界的

にも希少な価値があるものだというふうに専門の方

たちからも伺っているところです。ぜひ後世に残す

ように、長期間、さまざまな夕張の財政の問題もあ

りますが、いろいろな知恵を絞りながら、ぜひとも

に頑張っていきたいというふうに思います。 

また、ほかの地域の博物館では、友の会制度とい

うのがあって、市民ボランティアがあって、博物館

を使って学んだりボランティア活動を行ったり、年

間を通じての利用者になって、その博物館を生涯学

習の場として、さらに自分たちの大きな希望として、

ふるさとの誇りとして、そういう活動をされている

ということをお聞きしているのですが、夕張でこう

いうことをつくるという、そういう予定はないでし

ょうか。 

●議長 高橋一太君  教育長。 

●教育長 小林信男君  先ほどお話ししましたよ

うに、昨年の 6月から、社会教育施設という形で、

先ほどの私の答弁ということになったわけでありま

すけれども、教育委員会としては、今後の方向性と

計画、それから、少なくとも向こう 3年間は指定管

理者のほうで行うという枠組みの中で、今おっしゃ

られた博物館の応援団ともいうべき市民団体といい

ますか、そういったものも今後必要になってくるだ

ろうという認識は教育委員会として持っているとこ

ろでありますので、今後の過程の中で、そういった

問題についても検討をしていきたいというふうに考

えているところであります。 

●議長 高橋一太君  熊谷議員。 

●熊谷桂子君  わかりました。ぜひとも市民が心

の中に、あの博物館は自分たちが支えているのだと、

そういうふうに思えるような、そういうシステムづ

くりも今後期待したいというふうに思います。 

最後に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

●議長 高橋一太君  熊谷議員、ちょっとお待ち

ください。 

●熊谷桂子君  この後に夕張の問題にふれるので

すが。 

●議長 高橋一太君  ちょっとお待ちください。 

●熊谷桂子君  はい。 

●議長 高橋一太君  今の中身が、再質問のどこ

の部分との整合性でつながっているのか、ちょっと

まずそこを整理して、最後のまとめとして、今、ど

ういう中身になっているのでしょうか。 

●熊谷桂子君  期間短縮にこれからつなげて話を

するのですが。 

●議長 高橋一太君  いや、今の中身の中だけで

は、到底つながっていないと判断しますけれども。 

暫時休憩します。 

――――――――――――――――――――――― 

    午後 ３時３８分 休憩 

    午後 ４時１５分 再開 

―――――――――――――――――――――――  

●議長 高橋一太君  休憩前に引き続きまして、

会議を開きます。 

 再開に先立ちまして、先に皆様にご案内をさせて

いただきたいと思います。 

 会議時間は午後4時30分までとなっておりますが、

議事の都合により、この場合、延長していく場合が

ございますので、あらかじめご了承願いたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまの熊谷議員の再質問の最後の

質問の部分について、熊谷議員から発言したい旨の

申し出がありますので、これを許してまいりたいと

思います。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  先ほどの大綱質問のうち、再質問

の中での「最後に」という言葉以降の部分は不適切

でありましたので、この部分の発言の取り消しと、

会議録からの削除について、よろしくお取り計らい

くださいますようお願いいたします。 

●議長 高橋一太君  ただいま熊谷議員のほうか

ら、先ほどの大綱質問、再質問、最後にという部分

以降、議事録の中から削除していただきたい旨の発

言がございました。この部分の発言の取り消しと、

会議録からの削除について、よろしくお取り計らい

くださるようという部分がございましたけれども、

この部分について、皆様にお諮りをいたします。こ

れを許可することにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、熊谷議員からの発言の取り消しと、

会議録からの削除の申し出を許可することに決定い

たしました。 

この場合、熊谷議員のほうから発言がもしあれば

お願いしたいと思います。 

熊谷議員。 

●熊谷桂子君  議事を中断させ、ご迷惑をおかけ

しましたことについて、おわび申し上げます。 

再質問のまとめとして、期間短縮につなげる前提

として、意見として申し述べます。 

今、安倍政権の暴走が危惧され、自民党の中でさ

えも異論が出ている、そのような安倍政権のもとで、

この夕張市は、予定どおり 2030年まで財政再生計画

を続けるのか、期間短縮ができるのか、そのことが

市民の大きな関心事でもあります。それは、一人市

長の頑張りだけではなく、自分たちのまちのために

市民がどれだけたくさんの手で市長を支え、どれだ
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けたくさんの力を込めて市長の背中を押せるのかに

かかっていると私は考えます。 

財政破綻が発表された 2006 年から丸 7年、50年

前に 12万人近い人が暮らしたまちから、今度は数千

人が安心して暮らせるまちへ、国や道の力を借りな

がらも、確かな歩みが始まっていると考えます。次

は住民が自治の力を発揮して、財政破綻の際の国や

道の責任を明らかにし、再生計画の期間短縮に向け

て力強く動き出すことが求められているのではない

でしょうか。再生計画の期間短縮に向けて、市民の

皆さんや職員の皆さんとともに、まちづくりの基本

である住民自治を学びながら、たくさんの手で、大

きな力で市長の背中を押せるよう、最大限の努力を

することをここに申し述べまして、質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

●議長 高橋一太君  以上で、熊谷議員の質問を

終わります。 

 次に、島田議員の質問を許します。 

 島田議員。 

●島田達彦君（登壇）  平成 26年度市政執行方針

で示されました地域資源の活用について、通告に従

い、大綱質問を行います。 

ＣＢＭ開発の今後の取り組みについてご質問いた

します。 

東日本大震災による福島第一原発の事故により、

北海道電力泊原発もいまだ再稼働に至っておらず、

その日の電力の供給量や節電の呼びかけが毎日報道

され、北海道の電力不足が道民生活にも不安な要素

をもたらしている現状であり、風力、太陽光、少水

力発電など、再生可能エネルギーへの期待が高まっ

ております。 

ＣＢＭの開発について、本年 2月 13日、商工会議

所主催の炭素メタンガス、ＣＢＭの開発セミナーに、

市長、議会、市民が参加し、北海道大学大学院工学

研究員の大賀光太郎氏、ＮＰＯ法人地下資源イノベ

ーションネットワークの出口剛太氏の講演をお聞き

したところであります。ＣＢＭ開発の有効性やまち

づくりに対する可能性について勉強したところでご

ざいます。 

市政執行方針でも、平成 26年度においては、夕張

でのＣＢＭ開発の機運を高めるための取り組みを引

き続き展開しつつ、まずは事業化の前提となる試掘

の実現を目指してまいりますと述べられております。

今後、ＣＢＭ開発にどのような取り組みを行おうと

しているのか、市長のお考えをお聞かせください。 

次に、ズリ山の活用についてご質問いたします。 

ズリ山は、これまで利用価値の乏しい炭鉱時代の

負の遺産から、ズリに含まれる石炭を売れる財産と

発想を転化し、通常の公共工事による手法ではなく、

ズリ採取事業の実施を通して、ズリ山の安全対策を

講じることとしており、現在、事業の実施について

検討を進めておりますと述べられております。市政

執行方針で初めて市のお考えをお聞きしたところで

あります。 

昨年発生したプトマチャンベツ川の災害復旧工事

とズリ山の安定対策について、詳しくご説明をお願

いいたします。 

 また、昨年から民間企業による社光のズリ山から

石炭の採取が始まったところであり、本格的な稼働

は本年度からと思っておりますが、26年度予算にお

いて、市の歳入としてズリ売払代 100万円の収入を

見込んでおりますが、まだ始まったばかりの事業で

ありますが、昨年度のこの事業に対し、採算性など

も含め、どのような評価をなされているのか、お聞

かせください。 

また、市内においては数多くのズリ山が存在して

おります。事業として石炭の採取が有望と思われる

ズリ山は何カ所あるのか、あわせてご答弁お願いい

たします。 

次に、石炭採掘権についてご質問いたします。 

市政執行方針では、過去の資源、石炭の有効活用、

市民の思いを引き継ぐと題し、石炭採掘権について、

エネルギー供給等の動向を踏まえつつ、その有効活

用について引き続き検討を進めてまいりますと述べ

られております。 

平成 24年 1月の鉱業法改正により、事業着手、延
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期の運用の厳格化が示されたところです。本市の今

後の対応として、法改正を踏まえた対応が必要であ

り、事業着手、事業着手延期、譲渡、放棄のいずれ

かの対応策を講じるため、有識者の助言などをもと

に、年度末を目途に検討を行うと報告されておりま

す。本年 9月 30日に期限を迎えるに当たり、現在保

有している 48鉱区をどのように整理し、鉱業権の延

期申請を行おうとしているのか、市長のお考えをお

聞かせください。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君（登壇）  島田議員の地域資

源の活用についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず、ＣＢＭ開発の今後の取り組みについてであ

りますが、私は、ＣＢＭの国内最有力開発地とされ

る夕張において、民間主導での事業化の実現を目指

すとともに、ＣＢＭ開発を何とか地域活性化の起爆

剤にしていきたいと考えております。 

 これまでもＣＢＭ開発の実現に向けた取り組みと

しては、開発に関心のある民間企業や大学機関など

の有識者の方々と、事業化の実現に向けた意見交換

を重ねるとともに、あらゆる機会を利用して、ＣＢ

Ｍ開発による本市の活性化への期待、あるいは、財

政再生団体である本市において、可能な支援策につ

いてを発信してまいりました。 

 事業化に向けた課題についてですが、まずは資源

量や採算性について正確に把握するため、試掘の実

現が第一歩であり、平成 26年度の実施を目指し、引

き続き検討をしてまいります。 

 また、ＣＢＭ開発の実現には、市民全体の気運の

高まりも重要であります。今後も、議会、商工会議

所との連携を図りながら、市民勉強会、市長と話そ

う会や、市長とのふれあいトークなどの機会を活用

しながら、市民の皆様へわかりやすく情報を発信し

てまいりたいと考えております。 

 次に、ズリ山の活用についてでありますが、昨年、

一昨年と、プトマチャンベツ川における上流部から、

水と土砂の流出による被害が発生し、隣接する高松

のズリ山の安定化を図ることが急務とされたところ

であり、その対策には 5億円もの財源が必要と試算

されました。現在の財政状況を踏まえると、5 億円

の支出は、本市が計画する市営住宅の再編に必要な

一般財源とほぼ同額となる非常に大きな財源を必要

とするものであります。本市の地域再生の取り組み

を後退させず、ズリ山の安定化の課題の解決を図る

ため、現在、ズリに含まれる石炭を売って、新たな

歳入を生み出しながら、民間事業者による石炭採取

事業を通し、ズリ山の安定化を同時に行う事業の実

施を目指しております。採算性を確保するための運

搬ルートの選定や、ズリの販売先の確保など、事業

化に向けての解決すべき課題は数多くありますが、

民間事業者、大学、地元金融機関、行政の産学金官

の体制において、それぞれの強味を生かし、事業化

に向けた検討を行っており、早期の事業着手を目指

してまいりたいと考えております。 

 また、議員がご質問いただきました社光ズリ山採

取事業につきまして、次年度予算、歳入におきまし

て 100万円の歳入を計上しているところでございま

すが、平成 25年 3月 13日に契約をいたしました同

事業につきましては、平成 25 年度実績においては

100 万円に満たない歳入でございますが、次年度、

平成 26年度におきましては、計画どおり 100万円の

歳入を現時点で計画をしているところでございます。 

 最後に、石炭採掘権の活用についてでありますが、

現在、本市においては、48鉱区の石炭採掘権を保有

しております。昨年の第 3回定例市議会において、

鉱業法の改正により、鉱業権の延期手続などが厳格

化され、本市が有する石炭採掘権についても、法改

正を踏まえた対応が必要であり、市有財産としてし

っかりと活用について整理をしていく旨、答弁をさ

せていただきました。 

 その後の取り組みといたしましては、鉱区ごとの

採掘の可能性について、有識者や研究機関からの助

言もいただきながら整理を進めており、本年 9月に

予定されている更新手続に向け、国の機関と協議を

行ってまいります。 

 以上でございます。 



平成 26年 1定第 3日目 

 ―27― 

●議長 高橋一太君  島田議員、再質問ございま

すか。どうぞ。 

●島田達彦君  ＣＢＭ開発について再質問いたし

ます。 

市長も市長講演を行っている中で、今、石炭で反

映し、衰退した夕張が、技術の進歩により、その活

用が期待されるＣＢＭを地域ローカルエネルギーと

して活用ということで、地域再生の切り札と申して

おります。私もコンパクトシティ、まとまった地域

のそばでガスの試掘が行われる、この周りに住む、

そういった発想は非常にいいと思っております。 

また、再生の起爆剤として、市民の気運の高まり

をやっていくということで、市民の勉強会とかを行

う予定とお聞きしました。 

また、ＮＰＯ法人のほうで会員の入会を促して資

金を募っていると思うのですが、こういったものの

夕張的な窓口というのは行政で持てるものではない

と思っているのですが、商工会議所との連携の中で、

こういった会費の窓口というのは今後どのように進

めていくつもりでしょうか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  島田議員の再質問にお答え

をいたします。 

 ご指摘のとおり、ＮＰＯで現在そういった試掘に

係る資金調達というものを、今集めているところで

ございます。市としては、再生の起爆剤としてＣＢ

Ｍを活用したい、また、再生団体である市として、

できることはこういうことですということを発信し

つつ、そういったＮＰＯに関心を持たれる、また、

ＣＢＭ自体に関心を持たれて、資金を出してもいい

という方については、ＮＰＯの方に適切につないで

いくという形になるということでございます。市と

してお金を受け入れるという窓口を設置するという

形にはならないということでございます。 

●議長 高橋一太君  島田議員。 

●島田達彦君  そういった個人でも 1万円からで

もいいのだよと。この 1万円を持ってどこまで行く

のと、そんな考え方もあると思うのです。募金と同

じように、少額でもいいから、団体等で集めて、そ

れを一つの原資として、どこかにお預けする、そう

いった資金を集めることによっても、市民の気運の

高まり、そういったものを全国に発信できるのでな

いかという発想でおります。そういったところも会

議所などと連携してお願いしたいと思っております。 

また、先ほども述べましたが、北海道電力の電力

不足は綱渡り状態と思っております。このエネルギ

ー政策については、やはり市が単独でできるもので

はないと私も思っております。こういった部分の国

の後押しを、やはり再生可能エネルギーという形で

位置づけていただけるよう、今後も国や北海道選出

の国会議員の方の助言などをいただきたいと思って

おりますが、今後も、市長、有意義にＣＢＭのあれ

をお願いしていただきたいと思いますが、その辺は

どうでしょうか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  島田議員の再質問にお答え

をいたします。 

 炭素メタンガスにつきましては、太陽光発電です

とか、風力ですとか、そういった再生可能エネルギ

ーではない、いわゆる地下資源といいますか、エネ

ルギーでございますけれども、国のほうでも、そう

いうエネルギーとしての位置づけというものが図ら

れていないという現状がございますので、この部分

につきましては、既に夕張市としては、地下資源の

活用ということでの産炭地と連携した要望、または、

ＣＢＭを活用したいという中において、ＣＢＭに特

化した形での要望等々させてきていただいておるわ

けですけれども、今、そういった発信も通して、具

体的にＮＰＯが試掘を事業化の前にやっていこうと

いう動きが出てきたことも踏まえて、しっかりとそ

ういった位置づけに関しては要望を継続してまいり

たいと考えております。 

●議長 高橋一太君  島田議員。 

●島田達彦君  続きまして、ズリ山の関係をお聞

きしたいと思います。 

高松のズリ山、災害復旧は災害復旧でやるよと。
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それで、崩れかかってきたところ安定化するために、

別事業として、石炭を採取しながら形の形成をして

いく、安全対策を施していくということでよろしか

ったでしょうか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  島田議員の再質問にお答え

をいたします。 

 ズリ山は、プトマチャンベツ川の災害によってズ

リ山が崩れるという事態になったわけでございます

けれども、将来的な危険のリスクというものは、ズ

リ山が存在する中で、なかなか解消することができ

ないという状況にある中において、災害復旧の工事

とは別に、やはり安定化を図るということが求めら

れていた状況の中において、通常の公共事業という

形ではなく、そのズリを販売して、歳入を得つつ、

そういった危機を回避しようというものでございま

す。 

●議長 高橋一太君  島田議員。 

●島田達彦君  高松のズリ山の石炭量が多いとい

うことから、こういった採算性を見込んでのことだ

と思うのですよね。市内に数多くズリ山があります

けれども、今現在、市のほうで把握している石炭を

とることで採算性がとれると考えているズリ山は幾

つぐらいあるのでしょうか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  島田議員の再質問にお答え

をいたします。 

 ズリ山の部分については、先端技術が発達してい

ない古いズリ山であればあるほど、石炭のパーセン

テージというのが高いという状況がございます。

個々、やはりズリ山については、調査をした上で成

分の状況というのを把握しなければならないという

前提がございますけれども、我々のほうで把握して

いるのは、ズリ山は 66程度ございますけれども、そ

のうちの最大で 5カ所から 6カ所、可能性があるの

ではないかというふうには考えているところでござ

います。 

●議長 高橋一太君  島田議員。 

●島田達彦君  ズリ山もそうですが、やはり有意

義に、事業になる部分については積極的に進めてい

っていただきたいと思います。 

あと、最後の鉱業権なのですけれども、最初、ち

ょっと聞き逃したので、鉱業権、48鉱区は、全て再

延長の申請をするということでよろしかったでしょ

うか。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  島田議員の再質問にお答え

をいたします。 

 今ある全ての 48鉱区につきまして、有効活用でき

るように最大限の努力をしていきたいというふうに

現時点で考えております。 

●議長 高橋一太君  島田議員。 

●島田達彦君  最後になりますが、行政報告の中

でもございました。26 年 1 月 20日、北海道議会産

炭地域振興エネルギー問題調査特別委員会意見交換

会というのに市長は出席されております。旧産炭地

等、首長が出席されていると思うのですが、こうい

った今の夕張の石炭のＣＢＭに対する活用ですとか、

ズリ山の活用ですとか、旧産炭地域の首長とどうい

った意見交換的なものがあって、どういう評価を得

ているのかというのがありましたらお聞かせいただ

きたいと思います。 

●議長 高橋一太君  市長。 

●市長 鈴木直道君  島田議員の再質問にお答え

をいたします。 

 特別委員会の中では、各産炭地の取り組みについ

て発言をさせていただきまして、私のほうからは、

今のＣＢＭの取り組みを中心に発言をさせていただ

いております。三笠も液化の話ですとか、それぞれ

取り組みがございますので、そういうお話をした上

で、道議会の皆様からご質問いただいたりだとか、

またはどうこれを北海道として活用していこうかだ

とか、貴重なご意見をいただいたところでございま

す。 

 参加された委員、道議会議員の皆様からは、後日、

夕張の取り組み等々、非常に関心を持ったので、資
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料を送ってほしいですとか、非常に関心を持ってい

ただく機会となりましたし、やはり北海道議会の中

でも、産炭地、厳しい状況だけれども、こういった

ものを情報共有しながら生かしていきたいというよ

うな趣旨のご発言もいただいたところでありまして、

こういった活動も、産炭地共通の課題を持っており

ますので、連携をしながら訴えていきたいと思って

いるところでございます。 

●議長 高橋一太君  島田議員。 

●島田達彦君  空知管内、五つの旧産炭地も皆同

じ課題を持っていると認識しておりますので、共通

の思いで国に提言をお願いしたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

以上で、質問を終わります。 

●議長 高橋一太君  以上で、島田議員の質問を

終わります。 

 以上で、通告されました質問は全て終了いたしま

したので、これをもって大綱質問を終結し、直ちに

本 9議案については行政常任委員会に付託いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 ただいま付託いたしました各議案につきましては、

会議規則第 45条第 1項の規定により、3月 20日ま

でに審査を終えるよう期限をつけることにしたいと

思います。 

 これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――  

●議長 高橋一太君  以上で、本日の日程は全て

終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

    午後 ４時４４分 延会 
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